
平
成
十
八
年
九
月
二
十
八
日
提
出

質

問

第

一

三

号

孤
児
作
品
（
著
作
権
者
等
不
明
作
品
）
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

川

内

博

史

13



孤
児
作
品
（
著
作
権
者
等
不
明
作
品
）
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
一
月
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
「
米
国
」
と
い
う
。
）
議
会
図
書
館
著
作
権
局
（
以
下
「
著
作
権
局
」
と
い
う
。
）

は
「
Ｒ
ｅ
ｐ
ｏ
ｒ
ｔ

ｏ
ｎ

Ｏ
ｒ
ｐ
ｈ
ａ
ｎ

Ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
ｓ
」
と
題
す
る
二
百
ペ
ー
ジ
超
の
報
告
書
（
以
下
「
報
告
書
」
と

い
う
。
）
を
公
表
し
、
議
会
に
提
出
し
た
。
こ
の
報
告
書
で
は
「
Ｏ
ｒ
ｐ
ｈ
ａ
ｎ

Ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
ｓ
」
、
す
な
わ
ち
「
孤
児
作
品

（
著
作
権
者
等
不
明
作
品
）
」
の
問
題
に
つ
い
て
報
告
し
て
お
り
、
公
表
後
相
当
期
間
が
経
過
し
商
業
的
価
値
が
失
わ
れ
た
に

も
関
わ
ら
ず
、
権
利
継
承
者
の
所
在
が
不
明
で
あ
る
た
め
実
質
的
に
利
用
が
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
著
作
物
が
膨
大
な
量
に
の

ぼ
り
、
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
報
告
書
は
そ
の
う
え
で
、
立
法
に
よ
り
こ
の
問
題
を
解
決
す
べ

き
で
あ
る
旨
を
勧
告
し
て
い
る
。
こ
の
勧
告
を
受
け
て
、
本
年
五
月
二
十
八
日
に
は
下
院
へ
「
Ｏ
ｒ
ｐ
ｈ
ａ
ｎ

Ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
ｓ

Ａ
ｃ
ｔ

ｏ
ｆ

�
�
�
�
」
（
法
案
番
号
Ｈ
Ｒ
�
�
�
�

Ｉ
Ｈ
。
以
下
「
孤
児
作
品
法
案
」
と
い
う
。
）
が
提
出
さ
れ

て
い
る
が
、
成
立
の
見
通
し
は
立
っ
て
い
な
い
。

以
上
の
事
実
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
政
府
の
孤
児
作
品
問
題
に
対
す
る
見
解
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

米
著
作
権
局
が
孤
児
作
品
問
題
に
関
す
る
調
査
を
実
施
し
、
報
告
書
を
議
会
へ
提
出
す
る
に
至
っ
た
経
緯
と
問
題
意
識
に

つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
説
明
を
求
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
政
府
は
共
有
し
て

一



い
る
の
か
。
政
府
の
見
解
を
求
め
る
。

二

本
報
告
書
に
お
い
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
孤
児
作
品
に
関
す
る
事
例
と
同
様
の
原
因
に
よ
り
、
我
が
国
に
お
い
て
発
生
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
事
例
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

�
）

国
立
国
会
図
書
館
は
明
治
期
に
刊
行
さ
れ
た
蔵
書
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
す
る
「
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
」
事
業
を
平
成
十
四
年
度
に
開
始
し
て
い
る
が
、
著
者
の
没
年
が
不
明
の
蔵
書
に
つ
い
て
は
「
著
作
者
情
報
公
開

調
査
」
を
実
施
し
て
い
る
。
平
成
十
六
年
度
は
約
五
万
名
を
対
象
に
調
査
を
実
施
し
て
い
る
が
、
没
年
の
判
明
は
約
一

パ
ー
セ
ン
ト
の
五
三
二
名
に
過
ぎ
ず
、
権
利
継
承
者
の
連
絡
先
判
明
は
六
十
件
に
留
ま
っ
た
と
公
表
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
権
利
継
承
者
の
連
絡
先
が
判
明
し
な
い
蔵
書
に
つ
い
て
は
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
五
月
六
日
法
律
第
四

十
八
号
）
第
六
十
七
条
に
基
づ
く
裁
定
制
度
に
よ
り
補
償
金
を
国
庫
に
納
付
し
て
い
る
が
、
そ
の
金
額
の
内
訳
を
事
業

開
始
か
ら
昨
年
度
ま
で
年
度
毎
に
示
す
と
共
に
、
没
年
の
判
明
と
権
利
継
承
者
の
連
絡
先
の
判
明
が
こ
れ
ほ
ど
困
難
を

極
め
て
い
る
理
由
は
何
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
。
政
府
の
見
解
を
求
め
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
文
化
的
な
所
産
の

公
正
な
利
用
に
留
意
し
つ
つ
、
著
作
者
等
の
権
利
の
保
護
を
図
り
、
も
っ
て
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
に
は
、
政

府
は
何
を
す
べ
き
か
見
解
を
求
め
る
。

二



�
）

平
成
十
五
年
十
二
月
よ
り
翌
十
六
年
二
月
八
日
ま
で
東
京
都
写
真
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ゲ
ー
ム
の

展
示
会
「
レ
ベ
ル
Ｘ
」
で
は
、
昭
和
五
十
八
年
に
発
売
さ
れ
た
家
庭
用
ゲ
ー
ム
機
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」
用

の
全
部
で
千
二
百
十
九
点
に
わ
た
る
ソ
フ
ト
を
上
映
展
示
す
る
こ
と
が
企
画
さ
れ
た
が
、
内
五
十
一
点
に
つ
い
て
は
企

業
の
倒
産
・
合
併
に
伴
い
権
利
継
承
者
の
所
在
が
不
明
と
の
理
由
に
よ
り
上
映
展
示
が
見
送
ら
れ
た
。
こ
の
事
例
は
発

売
か
ら
二
十
年
弱
の
作
品
で
あ
っ
て
も
権
利
保
有
者
と
連
絡
を
取
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
こ
と
も
有
り
得
る
と
い
う

実
例
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
事
例
を
発
生
さ
せ
な
い
為
に
関
係
省
庁
な
い
し
民
間
で
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
為
さ
れ

て
い
る
の
か
。
答
弁
を
求
め
る
。

�
）

報
告
書
が
米
国
の
状
況
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
�
）
及
び
�
）
で
挙
げ
た
よ
う
な
事
例
が
、
さ
ら
に
増
加

す
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
か
。
答
弁
を
求
め
る
。

三

裁
定
制
度
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

�
）

米
国
の
孤
児
作
品
法
案
は
、
我
が
国
に
お
け
る
著
作
権
法
第
六
十
七
条
と
同
様
の
裁
定
制
度
創
設
を
目
指
す
も
の
で

あ
る
と
解
さ
れ
る
が
、
我
が
国
の
他
に
裁
定
制
度
を
導
入
し
て
い
る
国
は
存
在
す
る
の
か
。
答
弁
を
求
め
る
。

�
）

ま
た
、
米
国
内
の
コ
ン
テ
ン
ツ
産
業
界
を
中
心
に
主
張
さ
れ
て
い
る
孤
児
作
品
法
案
に
反
対
す
る
意
見
に
は
、
裁
定

三



制
度
が
文
学
的
及
び
美
術
的
著
作
物
の
保
護
に
関
す
る
ベ
ル
ヌ
条
約
パ
リ
改
正
条
約
（
昭
和
五
十
年
三
月
六
日
条
約
第

四
号
。
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）
等
の
国
際
条
約
に
違
反
す
る
と
の
理
由
を
挙
げ
る
も
の
が
存
在
す
る
と
伝
え
ら
れ

る
が
、
当
該
反
対
意
見
が
孤
児
作
品
法
案
を
条
約
違
反
と
主
張
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て

い
る
か
答
弁
を
求
め
る
と
と
も
に
、
条
約
違
反
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
求
め
る
。

�
）

我
が
国
の
裁
定
制
度
に
つ
い
て
国
内
外
か
ら
条
約
違
反
の
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
事
例
は
存
在
す
る
の
か
。
答

弁
を
求
め
る
。
そ
の
事
例
が
存
在
す
る
場
合
、
そ
の
指
摘
に
対
し
て
政
府
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
答
弁
を
求
め

る
。

四

当
該
報
告
書
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
孤
児
作
品
問
題
の
深
刻
な
事
例
は
、
前
述
し
た
通
り
我
が
国
に
お
い
て
も
決
し

て
「
対
岸
の
火
事
」
で
は
な
く
、
こ
の
問
題
を
真
剣
に
議
論
し
、
解
決
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
著
作
権
法
第
一
条
に
掲
げ
ら

れ
た
「
文
化
的
所
産
の
公
正
な
利
用
に
留
意
し
つ
つ
、
著
作
者
等
の
権
利
の
保
護
を
図
り
、
も
つ
て
文
化
の
発
展
に
寄
与
す

る
」
目
的
を
達
成
し
得
な
い
と
思
料
さ
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
と
と
も
に
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
政
府
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
答
弁
を
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

四


